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公 告 

 

公共測量実施公告 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、滋賀県知事 三日月 大

造から公共測量の実施について次のとおり通知があった。 

令和６年２月６日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

１ 作業の種類 公共測量（基準点測量） 

２ 作業の地域 草津市平井四丁目、長束町 

３ 作業の期間 令和５年８月24日から令和６年１月10日まで 

 

令和６年経営事項審査実施公告 

建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）第19条の６第１項および第21条の２第１項の規定に基づき、経営規

模等評価の申請および総合評定値の請求の時期および方法等を次のとおり定めたので、公告する。 

なお、経営状況分析の申請については、建設業法（昭和24年法律第100号）第27条の24第１項の登録経営状況分析機

関が建設業法施行規則第19条の２第１項の規定に基づき公示する申請の時期および方法等に従い、行うものとする。 

令和６年２月６日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

１ 書面による申請に係る申請日および受付場所 

 (1) 書面による申請に係る受付は、決算期ごとに別表に定める申請日および受付場所において午前９時から午後４

時まで（正午から午後１時までを除く。）行う。ただし、申請日および受付場所は、会場等の都合により変更す

る場合がある。 

(2) 新たに経営事項審査申請をしようとする者（個人業者または法人業者の別および決算期の別を問わない。）は、

別表に定めるもののほか、滋賀県土木交通部監理課がこの公告の日から令和６年５月20日(月)までの間において

指定した日時および場所において補完的に受付を行う。 

(3) 組織変更および承継をした者については、別表に定めるもののほか、滋賀県土木交通部監理課が指定した日時

および場所において受付を行う場合がある。 

２ 書面による申請に係る受付方法 

 (1) 令和５年中に経営事項審査を受審した者に対しては、前回の審査基準月（決算月）ごとおよび主たる営業所の

所在地ごとに受付日時および場所を指定し、通知する。 

 (2) 新たに経営事項審査申請をしようとする者（個人業者または法人業者の別および決算期の別を問わない。）、

決算期変更が生じた者、組織変更後第１期決算を終えた者または指定した日時に都合がつかない者は、別表に定

める申請日および受付場所のうちから希望するものをあらかじめ予約すること。 

 (3) 組織変更および承継をした者は、予約等について滋賀県土木交通部監理課に問い合わせること。 

予約受付は、次の専用電話番号のみで行う。 
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専用電話番号 077－527－5678 

電話予約の受付時間は、午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）とし、予約受付期間は、

別表に定めるとおり（閉庁日を除く。）とする。 

(4) (1)により受付日時および場所を指定された者が、経営事項審査電子申請システム（以下「システム」という。）

を利用して経営事項審査申請をしようとする場合は、(3)の専用電話番号に連絡し、指定された受付日時および場

所を取り消すこと。 

３ システムによる申請に係る申請日および受付方法 

(1) システムを利用して経営事項審査申請をする者は、システムが稼働している日および時間において、システム

上で申請すること。 

(2) 組織変更および承継をした者については、１(3)および２(3)に定めるところにより、書面による申請を行うこと。 

４ 公告に関する問合せ先 滋賀県土木交通部監理課建設業係 〒520－8577 大津市京町四丁目１番１号 電話番

号 077－528－4114 
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別表 令和６年経営事項審査申請等受付時期（対象：令和５年10月～令和５年12月決算法人、個人事業者） 

 

令和５年10月 令和６年３月７日(木) 大津合同庁舎６階６Ⅾ会議室 令和６年２月７日(水)～ 令和６年２月29日 ( 木)

　　　　11月、12月 令和６年４月15日(月)、16日（火） 令和６年３月15日(金)～ 令和６年４月８日 ( 月)

個人 令和６年５月20日(月) 令和６年４月19日(金)～ 令和６年５月13日 ( 月)

令和５年10月 令和６年３月７日(木) 大津合同庁舎６階６Ⅾ会議室 令和６年２月７日(水)～ 令和６年２月29日 ( 木)

　　　　11月、12月 令和６年４月15日(月)、16日（火） 大津合同庁舎３階３Ａ会議室 令和６年３月15日(金)～ 令和６年４月８日 ( 月)

個人 令和６年５月８日(水) 南部合同庁舎本館４階４Ａ会議室 令和６年４月８日(月)～ 令和６年５月１日 ( 水)

令和５年10月 令和６年３月６日(水) 令和６年２月６日(火)～ 令和６年２月28日 ( 水)

　　　　11月、12月 令和６年４月11日(木) 令和６年３月11日(月)～ 令和６年４月４日 ( 木)

個人 令和６年５月14日(火) 令和６年４月12日(金)～ 令和６年５月７日 ( 火)

令和５年10月 令和６年３月６日(水) 令和６年２月６日(火)～ 令和６年２月28日 ( 水)

　　　　11月、12月 令和６年４月11日(木) 令和６年３月11日(月)～ 令和６年４月４日 ( 木)

個人 令和６年５月17日(金) 東近江合同庁舎３階３Ｃ会議室 令和６年４月17日(水)～ 令和６年５月10日 ( 金)

令和５年10月 令和６年３月８日(金) 令和６年２月８日(木)～ 令和６年３月１日 ( 金)

　　　　11月、12月 令和６年４月12日(金) 令和６年３月12日(火)～ 令和６年４月５日 ( 金)

個人 令和６年５月10日(金)、13日（月） 令和６年４月10日(水)～ 令和６年５月７日 ( 火)

令和５年10月 令和６年３月８日(金) 令和６年２月８日(木)～ 令和６年３月１日 ( 金)

　　　　11月、12月 令和６年４月12日(金) 令和６年３月12日(火)～ 令和６年４月５日 ( 金)

個人 令和６年５月15日(水)、16日（木） 湖北合同庁舎１階第１会議室 令和６年４月15日(月)～ 令和６年５月８日 ( 水)

令和５年10月 令和６年３月８日(金) 令和６年２月８日(木)～ 令和６年３月１日 ( 金)

　　　　11月、12月 令和６年４月12日(金) 令和６年３月12日(火)～ 令和６年４月５日 ( 金)

個人 令和６年５月９日(木) 木之本合同庁舎１階会議室 令和６年４月９日(火)～ 令和６年５月２日 ( 木)

令和５年10月 令和６年３月７日(木) 大津合同庁舎６階６Ⅾ会議室 令和６年２月７日(水)～ 令和６年２月29日 ( 木)

　　　　11月、12月 令和６年４月15日(月)、16日（火） 大津合同庁舎３階３Ａ会議室 令和６年３月15日(金)～ 令和６年４月８日 ( 月)

個人 令和６年５月７日(火) 高島合同庁舎２階２Ａ会議室 令和６年４月８日(月)～ 令和６年５月１日 ( 水)

草 津 市
守 山 市

栗 東 市

野 洲 市

法人

湖東合同庁舎１階１Ｃ会議室

長 浜 市
（旧伊香郡）

甲 賀 市

湖 南 市

法人
甲賀合同庁舎１階１Ａ会議室

近 江 八 幡 市
東 近 江 市

蒲 生 郡

法人 甲賀合同庁舎１階１Ａ会議室

彦 根 市

愛 知 郡
犬 上 郡

法人
湖東合同庁舎１階１Ｃ会議室

高 島 市
法人

長 浜 市

米 原 市

法人

申　　請　　日 受　　　付　　　場　　　所

大津合同庁舎３階３Ａ会議室

法人 湖東合同庁舎１階１Ｃ会議室

大 津 市
法人

審査対象者
所在市・郡

法人
個人

審査基準月
（決算月）

新 規 申 請 者 、 決 算 期 変 更 の 生 じ た 者 等 の 電 話

予 約 受 付 期 間 （ 閉 庁 日 を 除 く 午 前 ９ 時 か ら 午

後 ５ 時 ま で （ 正 午 か ら 午後 １時 まで を除 く。 ））
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農 業 農 村 振 興 事 務 所 公 告 

 

土地改良区役員退任公告 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定により、犬上川沿岸土地改良区から次のとおり役員が退任

した旨の届出があった。 

 

令和６年２月６日 

 滋賀県湖東農業農村振興事務所長 原 沢 秀 幸 

 

理事および監事の別 氏      名 住                 所 

理    事 野  瀬  喜 久 男 犬上郡甲良町大字北落77番地 

 

 

 

 

発行人・発行所 滋 賀 県 大津市京町四丁目１番１号 


